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４ 微小粒子状物質による大気汚染に係る環境基準について 

 

平成 2 1 年 9 月 9 日 

環境省告示第三十三号 

 

 環境基本法第 16条第１項の規定による微小粒子状物質による大気汚染に係る環境上の条件につき人の

健康を保護する上で維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という。）及びその達成期間は、

次のとおりとする。 

 

第１ 環境基準 

 １ 微小粒子状物質に係る環境基準は、次のとおりとする。 

  １年平均値が 15μｇ/ｍ３以下であり、かつ、１日平均値が 35μｇ/ｍ３以下であること。 

 ２ １の環境基準は、微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認め

られる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度

と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法により測定した場合における測定値によ

るものとする。 

 ３ １の環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所につい

ては、適用しない。 

 ４ 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μｍの粒子を 50％の割

合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

 

第２ 達成期間 

 微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準は、維持され又は早期達成に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 大気汚染防止法 

 

（地方公共団体の施策）  

 第 18 条の 24 地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握する

ための調査の実施に努めなければならない。  

 ２ 地方公共団体は、事業者に対し、第十八条の二十二の措置を講ずることを促進するために必要な

情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止

に関する知識の普及を図るように努めなければならない。 

 

（自動車排出ガスの濃度の測定）  

 第 20 条 都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスに

よる大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域について、

大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行なうものとする。 

 

（常時監視）  

 第 22条 都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。  
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